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企業の皆さまの施設・設備の復旧・整備等を支援します 
（平成２６年度 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に必要となる「復興事業計画」の募集） 

 宮城県では，東日本大震災により被災された企業の皆さまの施設・設備の復旧・整備並びに商業機能の復

旧促進及び賑わいの創出を支援するため，「平成２６年度 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」を

実施します。 

 本事業により補助金の交付を受けるためには，事前に複数の中小企業者等が参加する「復興事業計画」を

県に申請し，その認定を受ける必要がありますことから，今回，「復興事業計画」の募集を先行して行うもので

す【第１２次募集】。 詳細につきましては，宮城県企業復興支援室ホームページをご確認いただくか，担当課

までお問い合わせください。 

 なお，平成２５年度から，津波浸水で特に復興が遅れている沿岸部の市区町において，交付決定日以降に

新たに着工・実施する施設及び設備の復旧・整備等のみが対象となっております。 

 また，商店街型の支援を拡充し，共同店舗の新設，共同店舗や街区の再配置に付随する環境整備，イベント

開催の費用が新たに補助対象となっております。 

  ※ 問合せ先は，本資料の２３ページを参照願います。 

平成２６年７月 
宮城県 経済商工観光部 企業復興支援室・商工経営支援課 



１ 公募期間等 
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○ 公募期間 
  平成２６年７月３１日（木）から平成２６年９月４日（木）午後５時まで 
 ※ 上記期間に提出された計画認定申請について評価を行い，県の予算の範囲内において認

定をします。 

○ 特別相談期間 
  平成２６年７月２８日（月）から平成２６年８月８日（金）まで 
 ※ 公募期間中においても随時申請に関するご相談に応じますが，上記期間を特別相談期間として設定し

ます。また，下記日程で特別相談会を開催します（予約制）。 
      【石巻会場】 

  日時：平成２６年８月７日（木） 午前１１時から午後５時まで 
     場所：宮城県石巻合同庁舎 別棟１０４会議室  （石巻市東中里１丁目４－３２） 
    【気仙沼会場】 
 日時：平成２６年８月６日（水） 午後１時から午後５時まで 
 場所：宮城県気仙沼合同庁舎 会議室４  （気仙沼市赤岩杉ノ沢４７－６） 

 ※ 相談をご希望の場合は「１３ 本事業に関する問合せ先」に記載の各担当課までご連絡下さい（要予約）。   



   

２ 事業の目的 

  東日本大震災により甚大な被害を受けた地域におい

て，県の認定する中小企業等グループの復興事業計画

について，国及び県が支援することにより，「産業活力の

復活」，「被災地域の復興」，「コミュニティの再生」，「雇

用の維持」等を図り，県内産業の復旧及び復興を促進す

ることを目的とします。 
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３ 事業の波及効果（イメージ） 
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４ 事業の流れ（イメージ） 

中
小
企
業
等
グ
ル
ー
プ 

代
表
（構
成
企
業
Ａ
） 

宮
城
県 

東
北
経
済
産
業
局 

①復興事業計画の認定申請 

復興事業計画 
評価委員会 

② 

評
価 

③ 復興事業計画の認定  
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⑦補助金交付決定  

【9月4日（木）午後5時必着】 

【概ね平成26年10月上旬】 

本事業により補助金の交付を受けるためには，事前に複数
の中小企業者等が参加する「復興事業計画」を県に申請し，
その認定を受ける必要があります。 
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※随時申請に関するご相談に応じま
すので，ご希望の場合は，電話で事
前に予約ください。 



   

５-１ 申請ができる中小企業等グループの要件 

 申請ができる者は，複数の中小企業者から“構成” される集団で，下記のいずれ 
かの“機能”を有するグループ（以下，「中小企業等グループ」という。）となります。  
 なお，この中小企業等グループに大企業又はみなし大企業が構成員として参画
することは可能ですが，補助金交付の対象とはなりません。 
 

  【グループの機能】 
 （１） サプライチェーン型 

       当該中小企業等グループ外の企業や他地域の産業にとって重要な役割を果たしていること。 

 （２） 経済・雇用効果大型 
       事業規模や雇用規模が大きく，県内の経済・雇用への貢献度が高いこと。 

 （３） 地域に重要な企業集積型 
       県内の一定の地域内において，経済的・社会的に基幹となる産業群を担う集団であり，当該地域における 
       復興・雇用維持に不可欠であること。 

 （４） 水産（食品）加工業型 
       地域資源（農林水産資源）を活用する産業群であって，当該中小企業等グループ外の企業や他地域の産業 

       にとって重要な役割を果たしていること，又は，県内の一定の地域内において，経済的・社会的に基幹となる 

       産業群を担う集団であり，当該地域における復興・雇用維持に不可欠であること。 

 （５） 商店街型 
     地域住民の生活利便や消費者の買い物の際の利便を向上させ，地域の人々の交流を促進する社会的機能 
     を有するものであること，など。 
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５-２ 申請ができる中小企業等グループの要件 

中小企業等グループの構成員が補助金を受けようとする場合は，その構成員の
事業所等が，東日本大震災により甚大な被害を受けた津波浸水地域を含む市町
村（ 以下，「津波浸水地域」という。）に所在していることが要件となります。 

 

   ※被災時の事業所等の所在地及びこれから復旧整備等を行う事業所等の所在地が， 
    いずれも津波浸水地域であることが必要です。 
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仙台市宮城野区・若林区・太白区，石巻市，塩竈市，気仙沼市，  
名取市，多賀城市，岩沼市，東松島市，亘理町，山元町， 
松島町，七ヶ浜町，利府町，女川町，南三陸町 
（上記全１７市区町の全域が津波浸水地域に該当します） 

 
※仙台市青葉区，泉区を含む内陸部は対象外となります。 

構成員の事業所等が津波浸水地域に所在しない場合は，補助金の交付対象
にはなりません。ただし，これまでと同様にグループ構成員としての参画は可能です。 

宮城県の津波浸水地域（対象市区町） 



(１) サプライチェーン型 
    下記の①から③すべてに当てはまっているグループであること 

① 当該中小企業等グループ外の企業や他地域の産業にとって重要な役割を果たしていること 

② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が，東日本大震災により次のいずれもの影響

を受けていることにより，当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じていること 

ア. 東日本大震災により事業所の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用することが 

困難となっていること 

イ.東日本大震災の後であって，直前１月の売上が震災前の同期に比べて著しく低下していること又は当該

中小企業等グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていると認められること 

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること 

例） 産業全体のサプライチェーンの重要な一翼を担っている 

◆ 申請イメージ 
 ○ 復興事業計画参加企業  
     ３社 （中小企業Ａ社/Ｂ社/Ｃ社） 
 ○ 補助金交付申請 
     ２社 （中小企業Ａ社/Ｂ社） 
 ○ 必要事業費 （復旧・整備に要する経費） 
    中小企業Ａ社 ： ２億円 
    中小企業Ｂ社 ： １億円 
 ○ 補助金額 
    中小企業Ａ社 ： ２億円 × ３/４ ＝ １．５億円 
      【必要自己資金 ： ０．５億円】 
    中小企業Ｂ社 ： １億円 × ３/４ ＝ ７，５００万円 
      【必要自己資金 ： ２，５００万円】 

６-１ 申請ができる中小企業等グループの機能（5類型） 

※ 必ずしも上記の補助率を約束するものではありません。 
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企業城下町（イメージ） 

Ａ Ｂ Ｃ 
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６-２ 申請ができる中小企業等グループの機能（5類型） 
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・・・ 

・・・ 

(２) 経済・雇用効果大型 
    下記の①から③すべてに当てはまっているグループであること 

① 事業規模や雇用規模が大きく，県内の経済・雇用への貢献度が高いこと 

② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が，東日本大震災により次のいずれもの影響

を受けていることにより，当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じていること 

ア. 東日本大震災により事業所の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用することが 

困難となっていること 

イ.東日本大震災の後であって，直前１月の売上が震災前の同期に比べて著しく低下していること又は当該

中小企業等グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていると認められること 

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること 

例） 地域の中核的企業及びその周辺の関連企業が地域の経済・雇用を支えている 

◆申請イメージ 
 ○ 復興事業計画参加企業  
      大企業Ａ社，中小企業Ｂ社/Ｃ社/Ｄ社/Ｅ社 ・・・ 
 ○ 補助金交付申請 
      中小企業Ｂ社/Ｃ社 ・・・ 
 ○ 必要事業費 （復旧・整備に要する経費） 
    中小企業Ｂ社 ： ２億円 
    中小企業Ｃ社 ： １億円 
    ・ ・ ・ 
 ○ 補助金額 
    中小企業B社 ： ２億円 × ３/４ ＝ １億５，０００万円 
      【必要自己資金 ： ５，０００万円】 
    中小企業Ｃ社 ： １億円 × ３/４ ＝ ７，５００万円 
      【必要自己資金 ： ２，５００万円】 

※ 必ずしも上記の補助率を約束するものではありません。 



(３) 地域に重要な企業集積型 
    下記の①から③すべてに当てはまっているグループであること 

① 県内の一定の地域内において，経済的・社会的に基幹となる産業群を担う集団であり， 

   当該地域における復興・雇用維持に不可欠であること 

② 中小企業等グループの構成員の全部又は一部が，東日本大震災により次のいずれもの影響

を受けていることにより，当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じていること 

ア. 東日本大震災により事業所の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用することが 

困難となっていること 

イ.東日本大震災の後であって，直前１月の売上が震災前の同期に比べて著しく低下していること又は当該

中小企業等グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていると認められること 

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること 

例）その地域における復興・雇用維持に大きく貢献している 

◆ 申請イメージ 
 ○ 復興事業計画参加企業  
      中小企業Ａ社/Ｂ社/Ｃ社/Ｄ社/Ｅ社 ・・・ 
 ○ 補助金交付申請 
      中小企業Ａ社/Ｂ社/Ｃ社 ・・・ 
 ○ 必要事業費 （復旧・整備に要する経費） 
    中小企業Ａ社・Ｂ社 ： １億円 
    中小企業Ｃ社 ： ５，０００万円 ・ ・ ・ 
 ○ 補助金額 
    中小企業Ａ社・B社 ： １億円 × ３/４ ＝ ７，５００万円 
      【必要自己資金 ： ２，５００万円】 
    中小企業Ｃ社 ： ５，０００万円 × ３/４ ＝ ３，７５０万円 
      【必要自己資金 ： １，２５０万円】 ・ ・ ・ 

６-３ 申請ができる中小企業等グループの機能（5類型） 

※ 必ずしも上記の補助率を約束するものではありません。 
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地域の経済的・社会的基幹となる産業群 

Ａ Ｂ Ｃ 

Ｄ Ｅ 

地域の復興・雇用維持に大きく貢献 

その産業群を担うグループ 

・・・ 



   

(４) 水産（食品）加工業型 
    下記の①から③のすべてに当てはまっているグループであること 

①地域資源（農林水産資源）を活用する産業群であって，当該中小企業等グループ外の企業や
他地域の産業にとって重要な役割を果たしていること，又は，県内の一定の地域内において，
経済的・社会的に基幹となる産業群を担う集団であり，当該地域における復興・雇用維持に不
可欠であること 

②中小企業等グループの構成員の全部又は一部が，東日本大震災により次のいずれもの影響
を受けていることにより，当該中小企業等グループの機能に重大な支障が生じていること 
ア.  東日本大震災により事業所の一部又は全部に甚大な被害が生じていること又は継続して使用することが

困難となっていること 

イ. 東日本大震災の後であって，直前１月の売上が震災前の同期に比べて著しく低下していること又は当該

中小企業等グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていると認められること 

③ 補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること 

６-４ 申請ができる中小企業等グループの機能（5類型） 
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６-４ 申請ができる中小企業等グループの機能（5類型） 

   

例１） 水産資源を活用し，サプライチェーンの重要な一翼を担っている 

◆ 申請イメージ 
 ○ 復興事業計画参加企業  
     １組合 （組合員４名） 
 ○ 補助金交付申請 
     １組合 
 ○ 必要事業費 （復旧・整備に要する経費） 
  ・ Ａ組合 ： １億円 
         （共同利用施設と設備） 
 ○ 補助金額 
  ・A組合： 
    １億円 × ３/４ ＝ ７，５００万円 
      【必要自己資金：２，５００万円】 川上          川下 

地域資源等 消費者 
組合員B 

組合員C 

組合員D 

組合員E 

Ａ組合 

   

◆ 申請イメージ 
 ○ 復興事業計画参加企業  
     ５社 （中小企業Ａ社・Ｂ社・Ｃ社・Ｄ社・Ｅ社） 
 ○ 補助金交付申請 
     ３社 （中小企業Ａ社・Ｂ社・Ｃ社） 
 ○ 必要事業費 （復旧・整備に要する経費） 
  ・ 中小企業Ａ社・Ｂ社 ： １億円 
  ・ 中小企業Ｃ社 ： ５，０００万円 
 ○ 補助金額 
  ・ 中小企業Ａ社 ： １億円 × ３/４ ＝ ７，５００万円 
    【必要自己資金 ： ２，５００千円】 
  ・ 中小企業Ｂ社 ： １億円 × ３/４ ＝ ７，５００万円 
    【必要自己資金 ： ２，５００万円】 
  ・ 中小企業Ｃ社 ： ５，０００万円 × ３/４ ＝ ３，７５０万円 
    【必要自己資金 ： １，２５０万円】 

例２） 一定地域内において，その地域における復興・雇用維持に不可欠である 

県内の一定地域（津波浸水地域） 

Ａ Ｂ Ｃ 

Ｄ Ｅ 

地域の復興・雇用維持 

※ 必ずしも上記の補助率を約束するものではありません。 

※ 必ずしも上記の補助率を約束するものではありません。 
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(５) 商店街型 
    下記の①から③のすべてに当てはまっているグループであること 

①当該商店街等が次のいずれにも該当すると見込まれること。 
ア. 地域住民の生活利便や消費者の買い物の際の利便を向上させ，地域の人々の交流を促進する社会的
機能を有するものであること。 
…商店街としての規模を持ち，地域コミュニティの担い手であることが必要 
イ.  当該商店街等が属する商圏内における人口規模，商業量を勘案し，当該地域において中心的な商業機
能を果たす可能性が高いと認められること。 
…地域(商圏)内で最も中心的な商店街であることが必要 
ウ.今後の県内市町村におけるまちづくり施策において，商業集積を維持・管理する可能性が高いと認めら
れること。 
…市町村のまちづくり計画を踏まえた復興事業計画であることが必要 

②商店街等の構成員の全部又は一部の施設が甚大な被害を受け又は継続して使用することが
困難となり，事業の継続が困難になっていること 

③補助金を受けようとする構成員の事業所等の属する市町村が津波浸水地域であること 
 

 

  
 
 

６-５ 申請ができる中小企業等グループの機能（5類型） 
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◆商店街型の支援拡充について 

  平成２５年度から（５）商店街型のグループ類型の支援制度が拡充され，共同店舗の新設や街区の再配置に付
随する環境整備，賑わい創出のための事業（イベントの開催）の費用が補助対象となっています。 

 共同店舗の新設は，被災した事業者が，自社の店舗を復旧するのではなく，複数の被災した事業者が集まり，共
同店舗として復旧する場合に補助対象となります。また，所在市町の同意書が必要です。 

   共同店舗の設置に際し，補助対象となる事業者は，共同店舗の設置主体と共同店舗に入居する被災した事業
者となります。被災していない事業者が，共同店舗に入居することを制限するものではありませんが，補助対象と
はなりません。 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 ◆ 申請イメージ 
  ○ 復興事業計画参加 商店街 
     Ａ商店街 
  ○ 補助金交付申請 
     ３０社（Ｂ商店，Ｃ商店，・・・） 
  ○ 必要事業費 （復旧・整備に要する経費） 
    ・Ｂ商店：３，０００万円 
    ・Ｃ商店：２，０００万円 ・・・ 
  ○ 補助金額 
    ・Ｂ商店：３，０００万円 × ３/４ ＝ ２，２５０万円 
      【必要自己資金：７５０万円】 
    ・Ｃ商店：２，０００万円 × ３/４ ＝ １，５００万円 
      【必要自己資金：５００万円】           ・・・ 
 

６-５ 申請ができる中小企業等グループの機能（5類型） 

※ 必ずしも上記の補助率を約束するものではありません。 
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例２） 共同店舗を設置し，併せてイベントを開催して賑わい創出を図る（※平成２５年度拡充） 
 ◆ 申請イメージ 
  ○ 復興事業計画参加商店街 
     B商店街 
  ○ 補助交付申請 
     １０社（Ａ協同組合，Ｂ商店，Ｃ商店，・・・） 
  ○ 必要事業費 （商業機能の復旧促進及び賑わい創出に要する経費） 
            （復旧整備に要する経費） 
    ・Ａ協同組合：６，６００万円（共同店舗の新設５，０００万円， 
             駐車場整備１，０００万円，イベント実施６００万円） 
    ・Ｂ商店：１，０００万円（復旧設備費） 
    ・Ｃ商店：１，０００万円（復旧設備費） ・・・ 
  ○ 補助金額 
    ・Ａ協同組合： ６，６００万円 × ３/４ ＝ ４，９５０万円 
      【必要自己資金：１，６５０万円】  
    ・Ｂ商店，Ｃ商店：１，０００万円 × ３/４ ＝ 各７５０万円 
      【必要自己資金：各２５０万円】              ・・・ 
     

商     圏 

地域(商圏)内の 
中心的商店街 

被災地域の復興・コミュニティの再生 

商
業
集
積 

商
業
集
積 

復  旧 

共同店舗 環境整備 

※ 必ずしも上記の補助率を約束するものではありません。 

例１） 地域の中心的な商業機能を担う商店街について，復旧と同時に更なる商業集積を図る 

Ｂ Ｃ Ｄ 

組
合
等 Ｅ Ｆ 

（入居事業者の復旧整備） （設置主体） 

被災地域の復興・コミュニティの再生 

商業集積地 

共同店舗の新設，街区の再配置 

イベント 



   

７-１ 補助の対象となる経費 
補助対象となる経費は，中小企業等グループ及びその各構成員の施設及び設備であって，東
日本大震災により損壊若しくは滅失又は継続して使用することが困難になったもののうち，中小
企業等グループが復興事業計画に基づき事業を行うのに不可欠な「施設・設備の復旧・整備に
要する経費」並びに「商業機能の復旧促進及び賑わい創出のための事業に要する経費（商店
街型のみ）」となります。 

 

【サプライチェーン型】【経済・雇用効果大型】【地域に重要な企業集積型】【水産（食品）加工業型】 
  「施設・設備」・・・震災前に所有していた施設・設備の復旧・整備費 
【商店街型】 
  「施設・設備」・・・震災前に所有していた施設・設備の復旧・整備費 
  「商業機能の復旧促進のための事業」・・・共同店舗の新設，共同店舗や街区の再配置に付随する 
                           環境整備費 
  「賑わい創出のための事業」・・・イベントの開催費 
 

また，補助事業の対象経費は，平成２６年度までに完了するものが対象となります。ただし，平
成２６年度までに補助事業を完了することが出来ない場合には，平成２７年度まで，その事業を
繰り越す事が出来る場合があります。 

 

なお，補助金交付決定日以降に新たに着工・実施する施設・設備の復旧・整備等のみが対
象となります。交付決定日前に着工・実施している施設・設備の復旧・整備等は対象となりませ
ん。 

 

※「着工・実施」とは，施設にあっては契約締結，設備にあっては発注を指します。 
  交付決定日（平成２６年１０月下旬予定）前に，「契約締結」や「発注」している場合は補助対象外と 
  なります。 
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７-２ 補助の対象となる経費 

Copyright ©  Miyagi Prefectural Government, 2014. All Rights Reserved. 

区 分 内 容 

施 設 
倉庫，生産施設，加工施設，販売施設，検査施設，共同作業場，原材料置場，その他「２事業
の目的」の範囲内で復興事業計画の実施に不可欠と認められる施設 

設 備 
復興事業に係る事業の用に供する設備であって，中小企業等グループ又はその構成員の資産として
計上するもの 

区 分 内 容 

施 設 
倉庫，生産施設，加工施設，販売施設，検査施設，共同作業場，原材料置場，その他「２事業
の目的」の範囲内で復興事業計画の実施に不可欠と認められる施設 

設 備 
復興事業に係る事業の用に供する設備であって，中小企業等グループ又はその構成員の資産とし
て計上するもの 

商業機能の復旧促
進のための事業費 

共同店舗の設置費，共同店舗及び街区の再配置に付随して行うコミュニティスペース，駐車場，
アーケード，街路灯，防犯カメラ，路面舗装の整備費 

賑わい創出 
のための事業 

謝金，旅費，会議費，借料，設営費，広報費，印刷費（資料作成費含む），資材購入費，通信
運搬費，備品費，消耗品費，委託費，外注費，雑役務費 

⑤商店街型 

注）上記の施設及び設備の復旧・整備並びに商業機能の復旧促進のための事業に要する経費には，資材・工事費， 
   設備の調達や移転設置費，取り壊し・撤去費（現地再建に限る。），整地・排土費を含みます。 
注）「設備」のみの事業も対象となります。 
注）「修理」や「修繕」も対象となります。 
注）普通乗用車や事務機器，什器，備品，単独の休憩所等，汎用性の高い施設・設備は，原則として対象外となります。 
注）商店街型において，環境整備及びイベント費は，共同店舗の新設，街区の再配置に付随する場合に補助対象となります。 

①サプライチェーン型 ②経済・雇用効果大型 ③地域に重要な企業集積型 ④水産（食品）加工業型 



８ 補助率等 

補助率 ： ３／４以内 
（国：１／２以内 ・ 県：１／４以内） 

 
 

自己資金 

国補助金 

県補助金 

補助金 
３／４以内 

自己資金 
１／４以上 

  復興事業計画の認定を受けた際に，交付申請をすることができる補助金の 
補助率上限は，下記のとおりです。 
  なお，下記補助率は，あくまで上限です。必ずしも，この補助率を約束する 
ものではありません。 
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９-１ 計画認定の際の評価のポイント 

 計画認定は，皆さまからご提出いただきました復興事業計画を評価委員会により評価し，県の予算の
範囲内において認定します。前述の各種要件を満たした事業計画であっても，認定されない場合もありま
すので，ご了承願います。  

 なお，評価のポイントは，今後，本事業を希望する皆様に作成をいただきます「復興事業計画認定申請
書」の内容に従い，下記の点を中心に評価を行います。 

グループの特徴 
県内におけるグループの役割や重要性 等 
（地域におけるグループの特徴，構成員の機能や役割等） 

グループの各構成員 
グループ内における県内中小企業の役割や参画割合，県内中小企業への効果  等 
（県内中小企業の果たす役割や参画状況，本事業による中小企業への効果等） 

被害の状況 
施設や設備の被害の程度 等 
（震災による施設や設備の被害状況，グループ機能に及ぼす影響等） 

復興計画の内容 
復興に向けた計画の発展可能性，必要な実施体制の構築状況 等 
（新事業・商品・技術開発，施設・設備の共同・相互利用，人材育成，雇用促進等
グループとして共同で行う復興事業の内容，参画状況及び効果等） 

施設・設備の復旧整備並びに
商業機能の復旧促進及び賑わ
い創出のための事業の内容 

計画に該当する施設や設備の復旧・整備の必要性 等 
（グループの復興に必要で合理的な復旧整備内容，必要な実施体制の構築等） 

収支計画の内容 
事業内容と収支計画の整合性 等 
（事業内容と収支計画の整合性，自己資金の調達の確実性等） 

１ 事業計画全体における評価のポイント 
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９-２ 計画認定の際の評価のポイント 

２ グループ機能ごとの評価のポイント 

(1) サプライチェーン型 
グループ外の企業や他地域の産業にとっての重要度 等 
（サプライチェーンにおけるグループの役割，グループがサプライチェーンの中で提供している
特別な製品，技術，サービス内容等） 

(2) 経済・雇用効果大型 
県内の経済・雇用への貢献度 等 
（県内における経済波及効果や雇用への貢献度，企業数，売上高，雇用者数等） 

(3) 地域に重要な企業集積型 

県内の一定の地域内における産業の集積度及び復興・雇用維持への貢献度 等 
【集積度】（地域における産業群の重要性，役割等，地域におけるグループの存在意義，

必要性，役割，集積度合い等） 
【地域貢献度】（グループの事業者数，売上高，雇用者数等） 

(4) 水産（食品）加工業型 

グループ外の企業や他地域の産業にとっての重要度 
（サプライチェーンにおけるグループの役割，グループがサプライチェーンの中で提供している
特別な製品，技術，サービス内容） 
県内の一定の地域内における産業の集積度及び復興・雇用維持への貢献度 等 
【集積度】（地域における産業群の重要性，役割等，地域におけるグループの存在意義，

必要性，役割，集積度合い等） 
【地域貢献度】（グループの事業者数，売上高，雇用者数等） 

(5) 商店街型 

地域における社会的機能・中心的商業機能としての重要度，将来の商業集積の可能
性 等 
（地域において当該商店街等が担っている社会的な機能，地域において当該商店街
等が有する商業拠点としての機能，市町村のまちづくり施策における当該商店街等の
位置づけ） 
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１０ 注意事項 

復興事業計画の認定を受けた際に，補助金の交付申請をすることができる事業者の要件 
は，下記のとおりです。 
復興事業計画の認定に加え，下記の要件を満たさなければ，認定を受け事業計画に参 
画した事業者であっても，補助金の交付を受けることができませんので，ご注意願います。 

○ 原則として，県内に事業所を置く法人，その他の団体及び事業を行う個人であって，被災時にお

いて津波浸水地域に事業所等が所在していたこと 

     【復興事業計画認定後の補助金交付申請時に定款や登記事項証明書の提出を求めます】 

○ 原則として，補助事業の対象となる施設，設備，共同店舗及び環境整備を県内の津波浸水地域

において復旧・整備すること 

○ 商店街型の「商業機能の復旧促進のための事業」については，所在市町の同意を得ており，地権

調整等の目処が立っていること 

○ 県税に未納が無いこと 

     【復興事業計画認定後の補助金交付申請時に納税証明書の提出を求めます】 

○ 暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと    
     【復興事業計画認定後の補助金交付申請時に誓約書，役員名簿等の提出を求めます】 

 
※ 復興事業計画の認定は，必ずしも，補助金交付を約束するものではありませんので，ご注意願います。  

※ 補助金交付申請時には，上記以外にも資料の提出を求めることがあります。 

Copyright ©  Miyagi Prefectural Government, 2014. All Rights Reserved. 



１１ 復興事業計画認定申請書の提出書類 
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（様式第１号）  
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業  
復興事業計画 認定申請書 

（別紙１）  
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業 
復興事業計画書 

ｸﾞﾙｰﾌﾟの概要 
ｸﾞﾙｰﾌﾟの被害状況 
ｸﾞﾙｰﾌﾟの復興事業計画の内容 
（特にｸﾞﾙｰﾌﾟとして共同で行う復興事業の内容） 
ｸﾞﾙｰﾌﾟの復興事業計画の効果 
（特にｸﾞﾙｰﾌﾟとして共同で行う復興事業の効果） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟの施設等の復旧事業計画の内容  

（別紙３） 経営状況表 
 
 
 
 

  

※罹災証明書（写し） 
 ※無ければ被害状況 
 の分かる資料・写真等 

※会社案内 
パンフレット等 

（別紙２） 事業者別復興事業計画書 
各事業者の概要 
各事業者の被害状況 
各事業者の施設等の復旧整備計画等の内容 
各事業者の収支計画 

グループ全体 
で一つの計画 

※所在市町の同意書（任意様式） 
※商店街型で「商業機能の復旧促進の
ための事業」を行う場合にグループに
対する同意書を提出 

補助金を希望する 
事業者ごとに計画 



   

１２ 復興事業計画認定申請書の提出期限・提出先 

○ 提出期限  平成２６年９月４日（木） 午後５時 必着 
○ 提出部数  １部 
○ 提出先（郵送先） 
    〒 ９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町３丁目８－１ 宮城県庁 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 ※ 提出期限を過ぎてのご提出は，いかなる理由があっても受付できません。 
     あしからずご了承ください。 
 ※ 県から受取確認の連絡はいたしません。確認の必要な方は，お手数ですが，
提出後，上記までご連絡願います。  

Copyright ©  Miyagi Prefectural Government, 2014. All Rights Reserved. 

グループ類型 提出先（宛先） 

（１）サプライチェーン型 
（２）経済・雇用効果大型 
（３）地域に重要な企業集積型 

経済商工観光部 企業復興支援室 企業復興支援班 
【電話 ０２２（２１１）２７６５】 
【電話 ０２２（２１１）３２７３】 

（４）水産（食品）加工業型 
 

農林水産部 水産業振興課 流通加工班 
【電話 ０２２（２１１）２９３１】 

（５）商店街型 経済商工観光部 商工経営支援課 商業振興班 
【電話 ０２２（２１１）２７４６】 



１３ 本事業に関する問合せ先 
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グループ類型 問合せ先 

（１）サプライチェーン型 
 
（２）経済・雇用効果大型 
 
（３）地域に重要な企業集積型 

 経済商工観光部 企業復興支援室 
 企業復興支援班 
 【電話 ０２２（２１１）２７６５ または ３２７３】 

（４）水産（食品）加工業型 
 

特に，水産加工に関する問合せ 
 農林水産部 水産業振興課 
 流通加工班 
 【電話 ０２２（２１１）２９３１】 
特に，食品加工に関する問合せ 
 農林水産部 食産業振興課 
 食ビジネス支援班 
 【電話 ０２２（２１１）２９６３】 

（５）商店街型  経済商工観光部 商工経営支援課 
 商業振興班 
 【電話 ０２２（２１１）２７４６】 

☆申請書等は企業復興支援室ＨＰからダウンロードできます http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kifuku/ 



１４ 参考 
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特別相談期間 
※相談をご希望の場合は各担当
課まで事前に予約下さい。 

平成２６年７月２８日（月）から平成２６年８月８日（金）まで 

特別相談会 
※相談をご希望の場合は各担当
課まで事前に予約下さい。 
 

【石  巻】 

 日程：平成２６年８月７日（木） 

     午前１１時から午後５時まで 

  会場：宮城県石巻合同庁舎（石巻市東中里１丁目４－３２） 

      別棟１０４会議室 

【気仙沼】 

 日程：平成２６年８月６日（水） 

     午後１時から午後５時まで 

 会場：宮城県気仙沼合同庁舎 （気仙沼市赤岩杉ノ沢４７－６） 

     会議室４ 

公募期間 平成２６年７月３１日（木）から平成２６年９月４日（木）まで 

復興事業計画の募集締切 平成２６年９月４日（木）午後５時（必着） 

計画認定通知【予定】 平成２６年１０月上旬 

補助金交付決定日【予定】 平成２６年１０月下旬 

○ スケジュールまとめ 



   

１５ 参考 

○ 中小企業者の定義 【中小企業支援法及び同法施行令】 

業 種 従業員規模 ・ 資本金規模 

製造業・その他の業種 ３００人 以下 又は ３億円 以下 

ゴム製品製造業 （自動車又は航空機用タイヤ及び 

チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。） 
９００人 以下 又は ３億円 以下 

卸売業 １００人 以下 又は １億円 以下 

小売業 ５０人 以下 又は ５，０００万円 以下 

サービス業 １００人 以下 又は ５，０００万円 以下 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３００人 以下 又は ３億円 以下 

旅館業 ２００人 以下 又は ５，０００万円 以下 
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１６ 参考 

○ みなし大企業の定義 
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（１）発行済み株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を 

   同一の大企業が所有している中小企業者 

 

（２）発行済み株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を     

      複数の大企業が所有している中小企業者 

 

（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が，役員総数の２分 

      の１以上を占める中小企業者 

 

 本事業における「みなし大企業」の定義は以下のとおりです。 


